
石岡市主催のセミナーにおいて、
茨城労働局雇用環境・均等室とハローワーク石岡が

講師として説明を実施しました︕
令和６年２月２日

石岡市と茨城労働局雇用環境・均等室及びハローワーク石岡では県内の事業主・人事

労務担当者を対象とした「令和５年度石岡市男女共同参画企業向けセミナー」を共催で

実施しました。

本説明会では雇用環境・均等室より「次世代育成支援対策推進法」及び「女性活躍推

進法」の各々の法律の概要や「くるみん」「えるぼし」の認定制度（※）の説明を行い、

ハローワーク石岡からは若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を認定

する「ユースエール認定」の概要等について説明いたしました。

雇用環境・均等室及びハローワーク石岡では引き続き、各自治体と連携し、あらゆる

機会を通じて法律や施策等について周知啓発に努めてまいります。

※ 労働局の「認定制度」についてはこちらをご覧ください

【次世代育成支援対策推進法」、「女性活躍推進法」についてのお問い合わせ先】
雇用環境・均等室 TEL：029-277-8295

【「ユースエール認定制度」についてのお問い合わせ先】
職業安定部職業安定課 TEL：029-224-6218

ハローワーク石岡 TEL：0299-26-8141

フォトレポート

▲セミナー開会に先立ち、挨拶する
石岡市政策企画課 井坂課長

▲労働局の認定制度である「ユースエール認定制度」
について説明するハローワーク石岡の職員

▲労働局の認定（くるみん認定（※））を受け
ている石岡市内企業の事例発表もありました

▲セミナーの様子

▲「次世代育成支援対策推進法」等の
説明をする雇用環境・均等室職員

https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/nintei_seido.html

